
資料 ４ 
廃棄物・リサイクル対策について 

１．循環型社会の形成 
（１）循環型社会形成推進基本計画上の数値目標 

 

 

 

 

 

 

（２）現在の数値目標における循環型社会形成推進基本計画の進捗状況（第２回点検結果） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（３）計画の見直し 

   循環型社会形成推進基本法第 15条第７項において、循環型社会形成推進基本計画の見直しは、おおむね５年ごとに行うものとさ

れていることから、来年度見直しを行うこととなる（現計画は平成 15 年３月に決定）。 

 

◆資源生産性（＝GDP/天然資源等投入量） 
 平成２２年度：約３９万円／トン（平成１２年度から概ね４割向上） 

 
◆循環利用率（＝循環利用量/(循環利用量＋天然資源等投入量)）  

平成２２年度：約１４％（平成１２年度から概ね４割向上） 
 
◆最終処分量  

平成２２年度：約２８万トン（平成１２年度から概ね半減） 

２２．．３３ＲＲイイニニシシアアテティィブブのの国国際際展展開開  

2004年 
６月 Ｇ８シーアイランドサミット（米国） 
      小泉首相が３Ｒイニシアティブを提案し、各国首脳が３Ｒ行動計画に合意。 

2005年 
４月 ３Ｒイニシアティブ閣僚会合（東京） 
     20ヶ国の閣僚・国際機関代表が参加し、３Ｒの国際的な推進について合意。 

2006年 

７月 Ｇ８グレンイーグルズサミット（英国） 
     ３Ｒ閣僚会合の成果を小泉首相より報告。 

３月 ３Ｒ高級事務レベル会合（東京） 
      20ヶ国・国際機関の部局長級が参加し、①国内での３Ｒ推進、②国際的な 

３Ｒの推進（循環資源の国際的な移動と環境保全の確保）を議論 

７月 Ｇ８サンクトペテルブルグサミット（ロシア） 
   ３Ｒイニシアティブを更に推進するために、Ｇ８各国は資源生産性を考慮した 

目標を適宜設定することに合意 

３Ｒの取組 
を推進 

３Ｒの成果の 
とりまとめ 10月30日～11月1日 アジア３Ｒ推進会議（日本） 

Ｇ８サミット（ドイツ） 

Ｇ８サミット（日本） 
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＜資源生産性＞ 

平成15 年度：約 31.6 万円／t 
平成12 年度から△12.4％  

＜循環利用率＞ 

平成 15 年度：11.3％ 

平成 12 年度から△1.3 ポイント（13％） 

＜最終処分量＞ 

平成 15 年度：40 百万t 

平成 12 年度から▼29.8％ 



３．最近の廃棄物処理法の主な改正内容

平成９年

平成１５年

平成１６年

平成１７年

平成１８年

平成１２年

○ 再生利用認定制度の創設（一定の廃棄物の再生利用について、大臣認定により業・施設許可が不要）

○ 生活環境影響調査の実施、申請書等の告示・縦覧、関係市町村長・利害関係者の意見聴取など
　  施設設置手続の明確化

○ 維持管理状況の記録・閲覧制度、最終処分場の維持管理積立金制度の創設

○ マニフェスト制度を全ての産業廃棄物に適用

○ 電子マニフェスト制度の創設

○ 産業廃棄物原状回復基金制度の創設（適正処理推進センター）

○ 環境大臣が基本方針を策定

○ 廃棄物の野外焼却の禁止（不法焼却：３年以下の懲役又は３百万円以下の罰金）

○ マニフェストにより最終処分（再生を含む）がなされたことまで確認することを義務付け

○ 不法投棄された産業廃棄物の撤去命令の対象者を大幅に拡大
　　（注意義務違反の排出事業者に対する措置命令の創設）

○ 広域認定制度の創設（一定の廃棄物の広域的な処理について、大臣認定により業許可が不要）

○ 特に悪質な業者について業・施設の許可の取消しを義務化

○ 産廃処理施設において、処理を行っている産廃と同様の性状を有する一定の一廃を処理する場合に、
　  設置許可を受けないで、届出をもって一廃処理施設の設置を可能とする制度の創設

○ 事業者が一廃の処理を他人に委託する場合の基準を創設

○ 不法投棄及び不法焼却の未遂罪を創設

○ 産業廃棄物の不適正処理に係る緊急時における国の関係都道府県への指示権限の創設

○ 指定有害廃棄物（硫酸ピッチ）の不適正処理禁止

○ 処分場の跡地等で土地の形質変更を行う際の事前届出制度の創設

○ 廃棄物処理施設で事故が起きた場合の応急措置・届出等の創設

○ 不法投棄等目的の収集運搬に対する罰則の創設

○ 最終処分場の維持管理積立金制度の対象をすべての許可処分場に拡大

○ マニフェスト制度違反に係る勧告に従わない者についての公表・命令措置の導入

○ 産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対するマニフェスト保存の義務付け

○ 産廃関係事務等の役割分担の見直し（政令で定める市の長が事務を行うことができる）

○ 石綿含有廃棄物に係る無害化処理認定制度の創設



・小売店等による廃家
電の消費者からの引
取り
・製造業者等による
再商品化

工事の受注者による
・建築物の分別解体等
・建設廃材等の再資源
化等

食品の製造・加工・販
売業者による食品廃棄
物等の再生利用等

・容器包装の市町村
による分別収集
・容器の製造・容器
包装の利用業者に
よる再商品化

びん、ペットボトル、
紙製・プラスチック
製容器包装等

エアコン、冷蔵庫・
冷凍庫、ブラウン管
式テレビ、洗濯機

・関係業者による使用
済自動車の引取り、
フロンの回収、解体、
破砕
・製造業者等によるエ
アバッグ・シュレッ
ダーダストの再資源
化、フロンの破壊

木材、コンクリート、
アスファルト

食品残さ

自動車

４．個別物品の特性に応じた各種リサイクル法

※本年６月から、中央環境審議会と産業構造審議会の合同審議において、リサイクル料
金や対象品目の在り方等に関して見直しのための検討を行っていただいているところ。

※本年９月から、中央環境審議会と食料・農業・農村政策審議会の合同審議において、
発生抑制や再生利用の促進策等に関して見直しのための検討を行っていただいている
ところ。

建設リサイクル法建設リサイクル法

食品リサイクル法食品リサイクル法

家電リサイクル法家電リサイクル法

容器包装リサイクル法容器包装リサイクル法

自動車リサイクル法自動車リサイクル法

対象品目法律の概要

H12.4完全施行

H18.6一部改正

H13.4完全施行

H13.5完全施行

H14.5完全施行

H17.1完全施行



５．容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
の一部を改正する法律の概要

容器包装リサイクル法は、リサイクル率の上昇、一般廃棄物の
最終処分量の減少等、循環型社会の形成に寄与。

・容器包装廃棄物に係る効果的な３Ｒ（ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘﾕｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ）の推進
・リサイクルに要する社会全体のコストの効率化
・国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の連携

小売業等について、「事業者の判断の基準となる
べき事項」を主務大臣が定めるとともに、一定量以
上の容器包装を利用する事業者に対し、取組状況の
報告を義務付け、取組が著しく不十分な場合は勧
告・公表・命令を行う措置を導入する。

事業者が、再商品化の合理化に寄与する程度を勘案
して算定される額の資金を市町村に拠出する仕組みを
創設する。

容器包装廃棄物の
排出抑制の促進
（レジ袋対策等）

質の高い分別収集･

再商品化の推進

事業者間の
公平性の確保 再商品化の義務を果たさない事業者（いわゆる「た

だ乗り事業者」）に対する罰則を強化する。

再商品化の義務を果たさない事業者に対
する罰則の強化

事業者に対する排出抑制を促進するための
措置の導入

事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの
創設

環境大臣が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」を
委嘱。推進員は、排出の状況や排出抑制の取組の調
査、消費者への指導・助言等を行う。

消費者の意識向上・事業者との連携の促進

容器包装廃棄物の
円滑な再商品化

廃ペットボトルの国外への流出等にかんがみ、「再
商品化のための円滑な引渡し等に係る事項」を基本方
針に定める事項に追加して国の方針を明らかにする。

円滑な再商品化に向けた国の方針の明確化


